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佐 賀 県 警 察 本 部 

 
○ 公共料金、税金等を金融機関ＡＴＭ等を利用して支払うと、即座 
 に支払情報が支払い先の企業に通知されるサービスのこと。 
 ※ 電子マネーやネットオークションの支払い等も可能 
○ 全国20の金融機関でＡＴＭ支払いが可能。 
  （佐賀県内はみずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、親和銀行、 
  ゆうちょ銀行のＡＴＭが支払い可能） 
 ※ コンビニのＡＴＭは不可 
○ 営業時間外・休日・祝日でも支払いが可能 

 

 
①被害者の携帯に「サイト利用料金が未納」等と書かれたショトメー 
 ルが届く。 
②被害者がショートメールに記載された番号に電話をすると、犯人か 
 ら今日中に35万円を払うように言われ、特定の金融機関を指定され 
 る。 
③窓口が終了した午後７時ころ、指定された金融機関に行き、ＡＴＭ 
 で犯人に指示されるがまま「収納機関番号」「お客様番号」「確認 
 番号」を入力して、被害にあった。 

 

 ペイジー収納サービスを悪用した今回の架空請求詐欺の手口は、外見
的には還付金等詐欺同様に、被害者は犯人と通話しながらＡＴＭを操作
させられていますので、 
  ○ 携帯電話を通話しながらＡＴＭを操作している者への声かけ 
  ○ ＡＴＭ周辺への啓発物の掲示、ＡＴＭ設置箇所への巡回 
  ○ 身に覚えのない請求は無視、または相談 
等、ニセ電話詐欺被害防止に向けた注意喚起をお願いします。 


